
 
半
田
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

半
田
市
長 

久 

世 

孝 

宏 
 

半
田
市
条
例
第
四
号 

 
 

 

半
田
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

半
田
市
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
半
田
市
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。 

第
四
条
中
「
現
金
」
の
次
に
「
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
又
は
電
子
決
済
」
を
加
え
、
同
条
を

第
五
条
と
す
る
。 

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
郵
送
料
の
徴
収
） 

第
四
条 

市
長
は
、
郵
送
に
よ
り
謄
本
、
抄
本
、
証
明
書
そ
の
他
の
書
類
の
送
付
を
求
め
ら
れ

た
と
き
は
、
前
条
に
規
定
す
る
手
数
料
の
他
に
、
当
該
送
付
に
係
る
郵
送
料
を
当
該
申
請
者

か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

別
表
第
一
の
三
十
七
の
項
中
「
及
び
送
付
に
要
す
る
」
を
削
る
。 

 

別
表
第
二
興
行
場
等
へ
の
一
時
的
な
用
途
変
更
に
係
る
建
築
物
の
使
用
許
可
申
請
手
数
料
の

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
第
二
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
の
項
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向

上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数

料
の
部
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
次
に
一
条
を
加

え
る
改
正
規
定
、
第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
改
正
規
定
及
び
別
表
第
一
の
改
正
規
定
は
、
令
 

既
存
建
築
物
の
道
路
内
に
お
け
る
制
限
の
適
用 

除
外
に
係
る
認
定
申
請
手
数
料 

 

既
存
建
築
物
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
に
関
す 

る
制
限
の
適
用
除
外
に
係
る
認
定
申
請
手
数
料 

一
件 

一
件 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

〃 〃 

  



和
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


